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第 3 1 号

その調査員、ホンモノですか?

国勢調査をよそおった詐欺にご用心！

９月下旬頃から国勢調査員が各世帯を訪問し、調査書類を
配布しますが、国勢調査をよそおった詐欺が発生するおそれ
があります。ニセ調査員の訪問や不審電話に注意しましょう。

国勢調査を装った不審なメールやウェブサイトに返信・アクセス等しないようにしてください。

○インターネットでの回答は、ＱＲコード又は検索サイト から「〇〇〇」でアクセスしてください。

○インターネットで回答する際は偽サイト等にご注意ください！
調査をよそおった不審なメールやウェブサイトには、返信・アクセスしない
回答は、調査書類に記載のＱＲコード又は公式サイトにアクセスする

不審に思った時は回答せず相談を！

国勢調査を装った不審なメールやウェブサイトに返信・アクセス等しないようにしてください。

○インターネットでの回答は、ＱＲコード又は検索サイト から「〇〇〇」でアクセスしてください。

○国勢調査では、
・金銭を要求すること
・銀行口座の暗証番号、クレジットカード番号を聞くこと
・年収、預金額などの資産状況等を聞くこと
は、絶対にありません！

○国勢調査員は、その身分を証明する
『国勢調査員証』等を携帯しています。

調査員が持ち歩く
手さげ袋（見本）

調査員が身につけている
『国勢調査員証』（見本）

※一部の地域では、調査員業務を「建物を管理する事業者等」
に委託しており、『国勢調査業務委託証明書』を携帯してい
ます。

ポイント①

ポイント②

【相談先】個人情報を教えたり、お金を振り込む前に相談！
○最寄りの警察署又は警察相談専用電話（☎#9110）
○お住まいの市町村


